
今回の日合商解説（vol.113）では、2025年4月に改正となった4号特例の
縮小による、大規模リフォームを行う際の注意点について解説します。
大規模なリフォームを行う際は確認申請が必要であることは、vol.105で解
説しました。今回は、過半とならないように工期を分けることが有効なの
か。また、確認済証の有無が重要であること等について解説します。
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① 大規模の修繕・模様替とは

大規模な修繕・模様替（大規模なリフォーム）について、今一度確認し
ていきましょう。
4号特例の縮小により、新2号建築物として扱われるようになった既存建
築物において、大規模の修繕・模様替を行う場合は、「確認申請が必
要」です。
なお、‘’大規模‘’の定義としては、壁、柱、床、梁、屋根、階段等の主要
構造部の一種以上について行う「過半」の修繕・模様替となります。

https://au-shimizu.co.jp/


② 施工を分けることで確認申請を回避できる？

前項で説明したように、大規模な修繕・模様替、つまり主要構造部の過半
の修繕・模様替には確認申請が必要です。
この「過半」というところに注目して、1回の施工が過半とならないよう
に工期を分けることで、確認申請を回避できるのではないかといった意見
が出ています。

しかし、工期を分けたとしても、結局は主要構造部を「過半」以上工事す
ることになるので確認申請は必要となり、違法となるのではないかといっ
た指摘があります。さらに、罰則事例を作るといった話も出てきており、
違反した場合は事業者だけではなく、施主にも罰則が及ぶ可能性も指摘さ
れています。
建築業法関連の有識者曰く、実際に工期を分けて確認申請を回避すること
は、可能ではあるとのことです。
行政としては、「大規模な修繕・模様替の施工を分けて行う場合でも違法
とする手立てはないが、確認申請を逃れるために施工を分けるのはやめて
欲しい（設計工事側の意識の問題）。現状、行政側としては処罰すること
ができない」という回答でした。

単純に確認申請が必要な物件であるにも関わらず、申請をせずに建築基準
法に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります
（同99条1項）。通常は施主（発注者）に罰則は適用されず、原則、設計
者や工事施工者が対象です。ただし、違反が施主の故意による場合には、
施主にも罰則が適用される可能性があります。

事業者が注意しなければならなのが、建築業法改正について施主（消費
者）に伝えなかった場合、不実告知になる可能性があるということです。
施主に法改正の内容を知らせずに施工を分けて行った場合、事実を伝えな
かったことで、「不実告知」として訴訟問題になる可能性があります。施
主にとっては、確認申請等があった方が、住宅を資産価値として捉えた場
合メリットが出る可能性があり、施工を分けて確認申請を免れた場合、施
主は不利益を被る可能性が出てきます。

結論としては、大規模な修繕・模様替をする際は、やはり確認申請を徹底
した方が良さそうです。
大規模な修繕・模様替は躯体に係る工事をすることができるため、耐震性
能や断熱性能の向上が可能であり、住宅の価値向上に寄与することが出来
ます。設備交換や営繕修繕との差別化にもなるため、大規模な修繕・模様
替を会社の強みとしていくこともできるでしょう。

https://au-shimizu.co.jp/


③ 旧耐震・新耐震時代の建物の確認済証の有無

1981年以前の旧耐震、2000年以前の新耐震の建物は、確認済証の有無が非
常に重要となります。
というのも、確認済証が無い場合、構造が確認できず、リフォーム・リノ
ベーション工事の際に確認申請が課題となる為です。特に、旧耐震住宅等
の改修工事は基礎配筋が入っていない場合もあり、全面基礎補強が必要と
なってしまう可能性もあります。そのため、構造躯体に係るリフォームを
することは難しくなってしまい、場合によっては壊して建て替えてしまっ
た方が良い場合も出てくると指摘されています。
旧耐震・新耐震以前の建物を大規模改修する際は、事前に確認済証の有無
の確認を徹底した方が良さそうです。
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